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特　集
　
課
税
事
業
者
は
、
「
売
上
」
と
「
仕

入
」
に
係
る
税
額
を
そ
れ
ぞ
れ
算
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
時
に
、
売
上
に
係
る
税
額
か
ら

仕
入
に
係
る
税
額
を
控
除
し
た
う
え
で
、

納
付
税
額
を
計
算
し
ま
す
。

　
こ
の
控
除
の
仕
組
み
を
「
仕
入
税
額

控
除
」
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
仕
入
税
額
控
除
を
適
用
す
る
た

め
に
は
、
「
帳
簿
」
と
「
請
求
書
等
」

の
い
ず
れ
も
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
い
て
は
、

帳
簿
の
ほ
か
、
取
引
相
手
か
ら
交
付
を

受
け
た
請
求
書
は
、
原
則
、
適
格
請
求

書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
と
し
て
必
要
な
記

載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
要

件
と
な
り
ま
す
。

　
現
行
方
式
※
１
も
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

も
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た

め
の
方
式
で
す
が
、
特
に
、
免
税
事
業

者
と
の
取
引
に
係
る
仕
入
税
額
控
除
の

運
用
が
両
制
度
で
は
結
果
が
異
な
り
ま

す
。

　
現
行
方
式
で
は
免
税
事
業
者
と
の
取

引
に
係
る
仕
入
税
額
控
除
に
特
段
の
制

限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
下
で
は
、
売
手
で
あ
る
免
税
事
業
者

は
登
録
番
号
を
取
得
し
て
い
な
い
た
め

記
載
事
項
を
満
た
し
た
適
格
請
求
書（
イ

ン
ボ
イ
ス
）
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
買
手
事
業
者
は
仕
入
税
額
控
除
の

適
用
を
受
け
る
た
め
の
要
件
（
イ
ン
ボ

イ
ス
の
保
存
）
を
満
た
す
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

　
な
お
、
免
税
事
業
者
と
の
取
引
に
係

る
仕
入
税
額
控
除
の
制
限
に
は
経
過
措

置
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
へ
の
移
行
後
３
年
間
は
仕
入
税
額

相
当
額
の
80
％
を
、
そ
の
後
の
３
年
間

は
50
％
を
控
除
可
能
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
免
税

事
業
者
は
請
求
書
を
出
す
こ
と
が
で
き

な
い
」
の
で
は
な
く
、
適
格
請
求
書

（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
を
交
付
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
だ
け
で
、
請
求
書
を
交
付
す

る
こ
と
自
体
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

【
課
税
事
業
者
の
場
合
】

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
る
と
、
適

格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
の
発
行
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
事

前
に
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録

を
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
経
理
シ
ス
テ
ム
の

整
備
や
、
取
引
先
の
事
業
者
が
課
税
事

業
者
に
該
当
す
る
か
、
な
ど
の
確
認
も

必
要
で
す
。

【
免
税
事
業
者
の
場
合
】

　
免
税
事
業
者
は
登
録
番
号
が
無
い
の

で
、
適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
を

発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま

り
経
過
措
置
終
了
後
、
事
業
者
が
免
税

事
業
者
か
ら
仕
入
れ
、
取
引
で
支
払
っ

た
消
費
税
は
仕
入
税
額
控
除
を
受
け
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

●
免
税
事
業
者
も
取
引
相
手
が
企
業（
課

税
事
業
者
）が
中
心
な
ら
対
応
を
！

　

課
税
事
業
者
の
立
場
で
考
え
る
と
、

免
税
事
業
者
と
の
取
引
で
支
払
っ
た
消

費
税
分
は
控
除
を
受
け
ら
れ
な
い
た
め
、

自
社
が
自
腹
を
切
っ
て
納
税
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
免
税
事
業
者
に
は
ど
う

い
っ
た
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
例
え
ば

①
販
売
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
で
き

　
る
事
業
者
か
ら
仕
入
れ
る
↓
自
社
の

　
仕
事
の
減
少

②
販
売
者
が
免
税
事
業
者
か
ら
は
安
く

　
（
消
費
税
を
上
乗
せ
し
な
い
）
仕
入

　
れ
よ
う
と
す
る
↓
自
社
の
売
上
の
減

　
少
の
よ
う
な
事
案
が
上
が
っ
て
く
る

　
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
免
税
事
業
者
は

㋐
あ
え
て
課
税
事
業
者
に
な
っ
て
適
格

　
請
求
書（
イ
ン
ボ
イ
ス
）を
発
行
す
る

㋑
免
税
事
業
者
の
ま
ま
で
い
る

の
選
択
を
す
る
必
要
が
出
て
き
ま
す
。

　
㋐
に
つ
い
て
は
適
格
請
求
書
（
イ
ン

ボ
イ
ス
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
、

今
ま
で
同
様
の
取
引
を
継
続
す
る
こ
と

が
で
き
そ
う
で
す
が
、
適
格
請
求
書
発

行
事
業
者
は
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上

高
が
一
千
万
円
以
下
に
な
っ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
免
税
事
業
者
に
は
な
ら
ず
、

消
費
税
の
申
告
・
納
付
義
務
が
生
じ
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
課
税
事
業
者
と
な
る
際
に

「
簡
易
課
税
制
度
（
課
税
売
上
高
５
千

万
円
以
下
の
課
税
事
業
者
の
み
選
択
可

能
）
」
を
選
択
す
る
と
、
売
上
に
係
る

消
費
税
と
、
み
な
し
仕
入
率
か
ら
支
払

消
費
税
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
た

め
、
実
額
の
計
算
や
適
格
請
求
書
（
イ

ン
ボ
イ
ス
）
の
保
存
が
不
要
と
な
り
事

務
負
担
を
大
幅
に
軽
減
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
㋑
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
の
よ
う
に

消
費
税
を
納
付
す
る
義
務
は
あ
り
ま
せ

ん
。
取
引
の
不
利
に
つ
い
て
は
、
取
引

相
手
が
一
般
消
費
者
や
免
税
事
業
者
が

中
心
（
Ｂ
ｔ
ｏ
Ｃ
ビ
ジ
ネ
ス
）
な
ら
適

格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
は
求
め
ら

れ
ず
、
影
響
が
小
さ
い
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

　
ま
た
、
同
業
他
社
の
商
品
と
の
差
別

化
が
確
立
し
て
い
れ
ば
、
取
引
業
者

（
課
税
事
業
者
）
に
「
仕
入
税
額
控
除

さ
れ
な
く
て
も
、
こ
の
商
品
で
な
け
れ

ば
」
と
思
っ
て
も
ら
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
対
応
の
た
め
だ
け

で
な
く
、
事
業
を
す
る
う
え
で
取
引
先
、

顧
客
確
保
の
安
定
を
図
る
た
め
に
も
商

品
や
サ
ー
ビ
ス
の
差
別
化
は
と
て
も
重

要
と
な
り
ま
す
。

　
10
月
１
日
か
ら
受
付
が
開
始
さ
れ
る

登
録
申
請
は
、
ｅ

－
Ｔ
ａ
ｘ
で
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
申
請
し

た
場
合
、
電
子
デ
ー
タ
で
登
録
通
知
の

受
領
が
可
能
で
、
登
録
通
知
に
は
、
イ

ン
ボ
イ
ス
に
記
載
が
必
要
な
「
登
録
番

号
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
紛
失

す
る
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
個
人
事
業
者
の
方
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
か
ら
で
も
申
請
で
き
ま
す
が
、
申
請

に
は
事
前
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

取
得
が
必
要
で
す
。

※
加
古
川
税
務
署
主
催
で
、
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
セ
ミ
ナ
ー
が
、
10
月
13
日
に
開

催
さ
れ
ま
す
。

　
申
込
方
法
等
、
詳
し
く
は
15
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は

●
国
税
庁
Ｈ
Ｐ

　

「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

　
　
　
　

特
設
サ
イ
ト
」

※
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
国
税
庁
動
画
チ

ャ
ン
ネ
ル
に
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
説
明
動
画
も
あ
り
ま
す
。

●
イ
ン
ボ
イ
ス
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
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９
時
〜
17
時
（
土
日
祝
日
除
く
）

み
な
し
仕
入
率

ど
の
よ
う
な
対
応
が

　
　
　
迫
ら
れ
る
の
か

２０１９年10月1日
軽減税率制度の実施

２０２３年10月1日
適格請求書等保存方式の開始

２０２６年10月1日 ２０２９年10月1日

4年

※１
区分記載請求書等保存方式

免税事業者等からの課税仕入れにつき
全額控除可能

免税事業者等からの課税仕入れにつき
80％控除可能※

免税事業者等からの課税仕入れにつき
50％控除可能※ 控除不可

3年
3年

※この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請
　求書と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨（80％控除・
　50％控除の特例を受ける課税仕入れである旨）を記載した帳簿の保存が必要です。

種　別
第一種事業
第二種事業
第三種事業
第四種事業
第五種事業
第六種事業

卸売業
小売業　等
製造業、建設業、鉱業　等
飲食業等
金融、保険業、運輸・通信業、サービス業
不動産業

業　種 みなし仕入率
90％
80％
70％
60％
50％
40％

預かり消費税 × みなし仕入率 ＝ 支払消費税
※みなし仕入率は、業種によって異なります。

※複数の業種を取り扱う事業者について、原則は課税売上を業種ごとに分けて計算します。※特例あり


